
火災保険改定のご案内

（１）保険料の改定
近年の一定規模の被害を及ぼす自然災害が毎年発生している状況、住宅老朽化の進展や修理費の高騰などにより、保険
金の支払いが増加している傾向を踏まえ、損害保険料率算出機構は、参考純率（＊1）を改定しました。
この参考純率改定を受け、当社の保険料水準の見直しを行いました。（＊2）  

（＊1）参考純率とは、保険料のうち保険金のお支払いに充当する部分の保険料率について、保険会社が保険料設定の参考にできる料率です。
（＊2）補償内容・所在地・構造級別・築年数・保険金額により、改定の傾向は異なります。

（2）水災リスク細分化
保険料負担の公平性を高めるため、従来全国一律であった水災保険料を所在地により5区分に細分化しました。 
なお、区分については丁目単位で判定します。

住宅修理などに関し、「保険が使える」と言って勧誘する業者とのトラブルが増加しています。
業者から高額の手数料を請求され、復旧に必要な保険金が不足するなどのトラブル防止のため、建物損害については、
原則として建物を復旧（＊1）することを保険金支払いの条件とします。（＊2）（＊3）

（＊1）建物を修理することに加え、再築した場合や再取得した場合も復旧に含みます。なお、３年以内に復旧した場合に保険金をお支払いします。
（＊2）「建物が全損となった場合」や「法令による規制などやむを得ない事情があると当社が認めた場合」は、建物を復旧せずとも保険金をお支払いします。
（＊3）復旧することを確約いただき当社が承認したときは、従来どおり、建物の復旧前に保険金をお支払いすることができます。

火災保険の始期日が2024年10月1日以降となるご契約について、以下の改定を行いましたので、ご案内し
ます。このご案内は改定概要を説明したものです。契約内容の詳細につきましては、約款・重要事項説明書等
をご確認ください。

1. 保険料の改定

２. 復旧義務の新設

残存物取片づけ費用を損害保険金として支払うとともに、「仮修理費用」および「損害範囲確定費用」を新たに支払対象と
します。

3. 費用保険金の見直し

改定前

損害保険金としてお支払いします。
（保険金額が限度額となります。）

（補償対象外）

修理費

残存物取片づけ費用

仮修理費用

損害範囲確定費用 （補償対象外）

残存物取片づけ費用保険金としてお支払いします。
（損害保険金の10％が限度額となります。）

改定後

損害保険金として
お支払いします。

合算して保険金額の
1.1倍が限度額
となります。（ ）
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免責金額（自己負担額）について、「なし」、「3万円」をお選びいただいた場合でも、「水濡れ、外部からの物体の衝突など」、
「破損・汚損損害等補償特約」の免責金額(自己負担額)は「5万円」を適用します。

4. 免責金額（自己負担額）の変更

建築費や物価の上昇等を踏まえ、建物の評価基準を改定しました。 
なお、評価基準の見直しによって、火災保険の継続時に保険金額が変更となる場合があります。

5. 評価基準の改定

建築基準法の改定に伴い、構造級別の規定が見直しとなりました。耐火構造は、主要構造部すべてが耐火構造等である
必要がありましたが、改定後は「防火上及び避難上支障がない主要構造部」は耐火構造等ではなくても、M構造またはT
構造に判定されることになります。

6. 構造級別規定の見直し




